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一般事業主行動計画とは… 

一般事業主行動計画とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業が
従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、子育てを
していない従業員も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むに当っ
て、 

（１）計画期間  （２）目標  （３）目標達成 

のための対策及びその実施時期について定めるものです。 
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菊愛会の考え方 

社会福祉法人菊愛会では、「働きやすい職場づくり」
「魅力ある職場づくり」「仕事と子育ての両立支援体制
づくり」など、職員全員に関する働きやすい環境をつく
ることによって、全ての職員がその能力を十分に発揮で
きるようにするために、次の内容の一般事業主行動計画
を策定します。 
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  菊愛会一般事業主行動計画 
 
１．計画期間 
   
    平成２９年４月１日～平成３２年３月３１日（３年間） 
 
 

２．計画の見直し 
   
       法律の動向及び職員からの要望等に応じて、弾力的に修 
           正できるものとする。（随時見直し可）  
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３．計画の内容 
  
 目標① 年度における両立支援制度の利用状況、両立支援のための取組み 
     の成果等を把握し、改善点について検討する。 
  
 ≪対策≫ 
 
   ●毎年１０月 制度の利用状況、取組みの成果についての現状把握 
 
   ●毎年１１月 問題点や改善点の有無について各事業所及び法人内検 
          討委員会で検討及び研修の実施 
    
   ※問題点があった場合… 
    検討委員会で改善のための取組みを検討し、翌年度の課題として取 
    り組む   
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３．計画の内容 
  
 目標②：育児・介護休業法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育 
     児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業などの諸制度の 
     周知を図る。 
  
 ≪対策≫ 
 
   ●毎年６月 育児休業制度を周知するための資料を整備し、職員に 
         対して周知・啓発を図る。 
 
   ●平成２９年６月～ 管理職を対象とした意識改革のための研修を 
             実施する。    
   ●平成２９年７月・１０月 法人広報誌等により職員へ周知する。 
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３．計画の内容 
  
 目標③：出産・子育て時期の業務負担の解消と、法人内託児所の 
     有効的活用の促進を図る。  
 
 ≪対策≫ 
 
   ●平成２９年５月 法人内託児所の利用促進策の展開 
            （職員に対して周知・啓発） 
 
   ●平成２９年６月～ 早期復職者の法人内託児所の利用支援 
    
   ●平成２９年１０月～ 法人内託児所の周知、情報提供、職 
              員からの意見聴取。 
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くるみん認定に向けて 

☆次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、計画 

 に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした場合に、申請により「子 

 育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定（くるみん認定）を受 

 けることができる制度です。この認定を受けた企業の証しが「くるみん 

 マーク」です。この「くるみん認定」により、両立支援を確立している 

 企業としての社会的評価が高いと認められます。 

☆菊愛会においても、今般の「菊愛会一般事業主行動計画」に定めた目標 

 を達成させることにより、くるみん認定を受けることを目標に取り組み 

 優秀な人材の確保、雇用の拡大、離職の防止等に役立てることとしてい 

 ます。 
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